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はじめに 

海域の利用状況を正確に把握することは，適切な海洋生態系保全及び利用調整のために重要で

ある．我が国では，多様な海の利用形態が存在し，様々な海域区分が設定されている 1) 2)．例えば，

海洋保護区に該当する海域区分には，国立公園や共同漁業権など目的や関係者が異なるものがい

くつかある 3)．加えて，いくつかの海洋保護区が同一海域に重層的に設置されている 4)．また，海

域には海洋保護区以外の海域区分として，港湾区域や航路なども設置されている．そして，これ

らの海域区分が海洋保護区と重複している海域も存在する 5) 6)．したがって，それぞれの海洋保護

区やその他の海域区分の情報を統合したうえで，それらの空間的組み合わせに着目して，海洋の

保全や利用調整を検討していくことが求められる 3) 4)． 

保護区やその他の海域区分などを含む海洋の利用に関する空間情報の収集・統合は，「海洋状況

把握（MDA）の能力強化」として，第 4 期海洋基本計画にも組み込まれている 7)．そして，MDA

の能力強化の一環として，海洋状況表示システム「海しる」が運用され，海洋の利用及び生態系に

関する空間情報を得ることができる 7) 8)．また，海しる以外にも，我が国の海洋利用状況に関する

空間情報を公開しているデータベースがあり，これらを組み合わせることによって，日本の海域

がどのように管理，利用されているのかを可視化することが可能となっている．一方で，これら

のデータベースを利用したとしても，十分に収集することができない情報もある．そこで，本稿

では，海洋の海域区分及び利用に関する空間情報を公開しているデータベースを整理し，各デー

タベースから得られる情報をまとめるとともに，不十分な情報を洗い出し，今後の MDA 強化に

向けた政策の提言を行う． 

 

現状 

海洋の空間情報を公開している主要なデータベースとして，海しる 8)，国土数値情報 9)，世界

保護地域データベース（WDPA）10)，世界銀行の船舶密度データ 11)，Global Fishing Watch12)な

どが挙げられる．特に，海しる，国土数値情報，WDPA のデータベースを合わせることで，我

が国に設置されている法的な海域区分のほとんどの空間情報を得ることができる．世界銀行の船

舶密度データと Global Fishing Watch は，船舶に設置された船舶自動識別装置（AIS）を利用し

て，実際の船舶がどの海域に集中しているのかを船種別に可視化している． 

 

課題 

現在，海しるや国土数値情報を中心に海域の地理空間情報は集まりつつある．一方で，いくつ

かの課題が残されている．第一に，自主的な海洋保護区の空間データがない．日本には，生物資

源の保護やアマモ場の再生など，地域住民らによる自主的な活動として設置される海洋保護区が

多く存在する２) 13)．しかしながら，現状これらの空間情報は体系的にまとめられていない．第二

に，実際に利用されている海域を特定するためのデータが少ない．例えば，共同漁業権の範囲を



可視化することはできても，その区域内のうち特にどこで漁がおこなわれているのかを知ること

はできない．また，漁業権漁業以外の漁がどのような海域で行われているかを把握することも難

しい．実際に船舶がどの海域に集中しているかについては，AIS のデータを基に集計した世界銀

行の船舶密度データや Global Fishing Watch などで公開されている．しかし，沿岸漁業などで用

いられる小型漁船では AIS の搭載が難しく，ほとんどの小型漁船には搭載されていないとされて

いないため，漁業活動の正確な空間情報を整備することは難しい．第三に，海洋性レクリエーシ

ョンに関する空間情報が不十分である．海洋性レクリエーションでは，不特定多数の人々が沿岸

海域の様々な資源を利用するため，漁業者などの先行利用形態との調整が重要な課題とされ，実

際に漁業者と海洋性レクリエーションの利用者との間でのトラブルも報告されている 1)  14)．した

がって，適切な利用調整のために，海洋性レクリエーションが集中しやすい海域の特定が求めら

れている．しかし，海洋性レクリエーション内でも様々な利用形態が存在すること，特に禁止さ

れていなければ海洋性レクリエーションは自由におこなわれることなどの理由で，実際にどの海

域が集中的に利用されているかを全体的に把握することは難しい． 

 

政策提言 

日本では海洋の利用状況を把握するための空間情報が集約され公開されつつある．しかし，そ

のデータの中心は法律に基づく海域区分に関するものであり，自主的な海洋保護区や実際の漁場，

海洋性レクリエーションが利用されている海域などに関する空間情報は不十分である．そこで，

これらの情報を補完し，日本の MDA の能力を強化するための二つの提言を述べる． 

第一の提言は，都道府県や省庁の地方支部と連携して MDA を強化するものである．日本には，

里海や自主的な海洋保護区をはじめとした多くの地域的取り組みがある．加えて，新しい利用形

態である海洋性レクリエーションも様々な地域で展開されている．こうした活動の空間情報をす

べて政府が取集することは難しい．そこで，都道府県との連携が重要な解決策となる．それぞれ

の都道府県が，市区町村や地元の団体とも連携して，自主的な海洋保護区や遊覧船，ダイビング

などの利用状況に関するより詳細なデータを整備し，それらを統合していく体制を確立する．ま

た，省庁の地方支部が整備，管理しているデータも統合していくべきである．例えば，国土交通省

の近畿地方整備局は，大阪湾の環境及び利用状況の空間情報を「大阪湾環境データベース」とし

て公開している 15)．このサイトでは，漁場の主要な位置を確認できるだけでなく，遊覧船の航路

や沿岸の海洋性レクリエーション施設の位置情報も整備されている．これらの情報のほとんどは，

既存のデータベースに含まれていないものである．したがって，都道府県や省庁の支部などの地

方組織と連携を深めることで，国が把握することが難しかった地域的な取り組みや，海洋性レク

リエーションの情報などを補うことができる． 

第二の提言は，定期的な漁業者へのヒアリング調査の実施である．漁業活動がどの海域でおこ

なわれているかを正確に把握することは，海洋保全政策や持続可能な利用のための調整をおこな

ううえで重要である．しかし，漁業活動に関する空間情報は限られており，AIS の利用も難しい．

そこで，漁業者へのヒアリング調査が有効であると考えられる．実際，過去に水産庁がヒアリン

グ調査を実施した例がある 16)．しかし，水産庁による調査は 1999 年に実施されたものであり，

範囲も瀬戸内海のみである．そこで，改めて全国的にヒアリング調査をおこなうべきである．ま



た，定期的にヒアリング調査を実施すれば，漁場の空間的変化も可視化することができ，資源保

護活動の効果や気候変動による漁場への影響も調べることができる． 

 

まとめ 

本論文では，海洋の利用に関する空間情報に注目して，現状のデータベースの整理と評価，課

題点の指摘及び解決するための政策提言をおこなった．ここで述べた二つの提言は，第 4 期海洋

基本計画にもある MDA の能力強化に大きく貢献するとともに，正確な空間情報をもたらすこと

によって，より有効な保全策や利用調整を展開するための政策立案の基礎になると考えられる．

したがって，多様な組織と連携しつつ，不足している空間情報の収集をおこない，それらを統合

していくことが重要である． 
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